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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第２区分
【発行日】平成24年2月16日(2012.2.16)

【公表番号】特表2008-509006(P2008-509006A)
【公表日】平成20年3月27日(2008.3.27)
【年通号数】公開・登録公報2008-012
【出願番号】特願2007-524948(P2007-524948)
【国際特許分類】
   Ｂ２３Ｋ  26/38     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  26/40     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  26/08     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  26/00     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/00     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ 101/42     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２３Ｋ  26/38    ３３０　
   Ｂ２３Ｋ  26/40    　　　　
   Ｂ２３Ｋ  26/08    　　　Ｂ
   Ｂ２３Ｋ  26/00    　　　Ｍ
   Ｈ０５Ｋ   3/00    　　　Ｎ
   Ｂ２３Ｋ 101:42    　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成23年12月20日(2011.12.20)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項８】
　前記入口位置は第１の入口位置を含み、さらに、
　前記ビーム軸を、前記ターゲット領域の第２の入口位置に指向すること、
　前記レーザスポットを、前記ターゲット中心の方向へ第３のほぼスパイラル状の経路に
沿って材料を除去し、前記ターゲット中心から離れて第４のほぼスパイラル状の経路に沿
って材料を除去し、そして前記ターゲット周囲へ戻るように指向すること、
　前記ビーム軸を、前記ターゲット領域を終了させるように指向することを含み、前記第
１及び第２の入口位置は互いにずれている、請求項７に記載の方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項１３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項１３】
　前記入口位置は第１の入口位置を含み、さらに、
　前記ビーム軸を、前記ターゲット領域の第２の入口位置に指向することと、
　前記レーザスポットを、前記ターゲット中心の方向へ第３のほぼスパイラル状の経路に
沿って材料を除去し、前記ターゲット中心から離れて第４のほぼスパイラル状の経路に沿
って材料を除去し、そして前記ターゲット周囲へ戻るように指向することと、
　前記ビーム軸を、前記ターゲット領域を終了させるように指向することとを含み、前記
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第１及び第２の入口位置は互いにずれている、請求項１２に記載の方法。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項１５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項１５】
　前記ビア穴は非貫通のビア穴を含む、請求項１４に記載の方法。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２８】
　９. ツールパターンは、どれだけ多くのツール回転（反復）が周囲で行われるかを説明
する穴周囲へのパルスの「増分バイトサイズ」分配を支持する。これは穴周囲の周りに等
しくかつ正確にレーザパルスの分配を最適化する。増分バイトサイズはツールの第１及び
第２の回転（反復）において配送される第１のパルス間に周囲に沿う距離として定義され
る。増分バイトサイズ方法は、ツール回転（反復）数で割り算されるレーザバイトサイズ
に等しくさせるために増分バイトサイズを設定するためにツール速度を自動的に調整する
ことを提供する。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３４】
　要因αは、１つの、円形周囲加速度に対するｄｔ／２セグメント加速度の比率として定
義される。αが増加させられるにつれて、最初のビーム位置は、円運動の周囲の外部から
処理されるべき穴の中心へ移動する。α=２については、先行技術の起動運動及び加速度
は生成される。α＝０については、ｄｔ／２セグメントは、円運動に対して好ましい加速
度０を持つ。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３６】
　図１Ａ及び図１Ｂが、ツールパターンビーム経路１４に沿ってレーザビーム軸を指向す
るためにビーム位置決め器(図示せず)のＸ軸位置１０及びＹ軸位置１２対時間の最初のセ
ットを示す。ビーム経路１４は開始位置１６(点で図示)で開始し、入口セグメント１８、
３６０度の円形セグメント２０(点線で図示)、出口セグメント２２及び終了位置２４(点
で図示)を含み、それは円形セグメント２０の中心２５である。円形セグメント２０は処
理されるべき穴の周囲又は縁部に対応する直径Ｄを持ち、３６０度の範囲以外に持つこと
ができる。この例において、入口セグメント１８は０に設定されるαを持ち、出口セグメ
ント２２は２に設定されるαを持つ。したがって、入口セグメント１８の加速度は０(等
速)(それは好しい)であるが、出口セグメント２２の加速度は円形セグメント２０の加速
度の２倍である。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
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【訂正対象項目名】００３７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３７】
　図２Ａ及び図２Ｂは、ツールパターンビーム経路３４に沿ってレーザビーム軸を指向す
るためにビーム位置決め器のＸ軸位置３０及びＹ軸位置３２対時間の第２のセットを示す
。開始位置３６(１ドットとして示される)でのビームパス３４は開始位置３６（点で図示
）を開始し、入口セグメント３８、３６０度の円形セグメント４０(点線で図示)、出口セ
グメント４２及び終了位置４４(点で図示)を含む。この例では、入口セグメント３８は、
１に設定されるαを持ち、出口セグメント４２は０．５に設定されるαを持つ。したがっ
て、入口セグメント３８の加速度は円形セグメント２０の加速度と同じであり、出口セグ
メント２２の加速度は円形セグメント２０の加速度の半分である。


	header
	written-amendment

